
平
成
二
十
年
四
月
八
日
受
領

答
弁
第
二
三
四
号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
三
四
号

平
成
二
十
年
四
月
八
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
岡
本
充
功
君
提
出
南
氷
洋
に
お
け
る
調
査
捕
鯨
船
に
対
す
る
妨
害
行
為
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
岡
本
充
功
君
提
出
南
氷
洋
に
お
け
る
調
査
捕
鯨
船
に
対
す
る
妨
害
行
為
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日
に
南
極
海
で
鯨
類
捕
獲
調
査
に
従
事
し
て
い
た
第
二
勇
進
丸
に
不
法
に
乗
船
を
し
た
者
は
二
名

で
あ
る
。
当
該
二
名
に
つ
い
て
は
、
妨
害
活
動
を
行
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
船
長
の
権
限
で
一
時
的
に
船
内
事
務
室
に
収
容
し
た
も
の
で
あ
り
、
逮
捕
し
た
も
の
で
は
な
い
。

当
該
二
名
が
第
二
勇
新
丸
に
侵
入
し
た
時
点
に
お
け
る
当
該
船
舶
及
び
海
上
保
安
官
が
乗
船
し
て
い
た
船
舶
の
位
置
に
つ
い

て
は
、
安
全
対
策
上
、
回
答
は
差
し
控
え
る
が
、
両
船
舶
間
の
距
離
は
約
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。

公
海
上
に
お
け
る
我
が
国
船
舶
へ
の
不
法
行
為
を
犯
し
た
者
を
拘
束
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
法
令
に
基
づ
く
も
の
が
あ

り
得
る
か
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
一
概
に
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

一
般
に
公
海
上
で
我
が
国
船
舶
へ
の
不
法
乗
船
事
案
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
事
案
に
応
じ
、
前
記
の
よ
う
な
船
員
法
上
の

船
長
の
権
限
に
基
づ
く
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
ほ
か
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ

き
被
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

当
該
二
名
に
つ
い
て
は
、
船
内
で
は
暴
力
行
為
に
は
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
、
抗
議
文
を
手
交
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
こ

一



と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
引
き
続
き
想
定
さ
れ
る
種
々
の
妨
害
活
動
へ
の
対
応
等
も
考
慮
し
、
調
査
捕
鯨
へ

の
影
響
を
最
小
限
と
す
る
観
点
か
ら
、
第
二
勇
進
丸
の
乗
組
員
が
、
豪
州
に
引
き
渡
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
二
名
に
つ
い
て
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
の
人
定
に
必
要
な
書
類
を
所
持
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
人
定
に
当
た

っ
て
は
、
第
二
勇
進
丸
の
乗
組
員
が
、
本
人
の
自
筆
で
名
前
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
本
人
の
了
解
を
得
た
上
で
顔
写
真
を

撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
一
概
に
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

が
、
刑
事
訴
訟
法
上
、
司
法
警
察
員
は
、
被
疑
者
を
逮
捕
し
た
と
き
、
又
は
逮
捕
さ
れ
た
被
疑
者
を
受
け
取
っ
た
と
き
は
、

被
疑
者
が
身
体
を
拘
束
さ
れ
た
時
か
ら
四
十
八
時
間
以
内
に
こ
れ
を
検
察
官
に
送
致
す
る
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
っ
て
こ
の
時
間
の
制
限
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
検
察
官
は
、
裁
判
官
に
そ

こ
う

の
事
由
を
疎
明
し
て
、
被
疑
者
の
勾
留
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
に
お
い
て
、
他
国
船
籍
の
捕
鯨
船
に
対
し
、
御
指
摘
の
よ
う
な
妨
害
行
為
が
行
わ
れ
た
事
例
は
承
知
し
て
い

二



な
い
。

四
に
つ
い
て

海
上
保
安
官
は
、
海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
警
察
官

職
務
執
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
犯
人
の
逮
捕
若
し
く
は
逃
走
の
防
止
、

自
己
若
し
く
は
他
人
に
対
す
る
防
護
又
は
公
務
執
行
に
対
す
る
抵
抗
の
抑
止
の
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
相
当
な
理
由
の

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
態
に
応
じ
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
武
器
を
使
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
個
々
の
事
案
に
応
じ
て

対
処
す
る
こ
と
と
な
る
。

三


